
改正道交法施行規則施行までⅠか月です
業務の運転前と運転後に安全運転管理者の業務が拡充と
なり、4月１日から次の２点の義務化が始まります。

① 業務の運転前後における酒気帯び確認
運転者の状態を目視等で確認して、酒気帯びの有無を確認しなければ
なりません。

② 酒気帯び確認結果の記録化と保存
運転者の酒気帯びの有無を確認したものを記録化し、その記録を１年間

保存しなければなりません。

原則～安全運転管 対面確認 対面確認できない

理者が対面で行う 場合は、カメラ・モニタ

上記確認が困難な場合 ー等、対面に準ずる

は、その業務を補助する者 方法により実施する

により確認することも可能 こととなります。

記録用紙への記載、電磁的記録 ṳṸṰṹṼṷṫṾṳṹṸ

など記録方法は定まっていません。 北海道警察のホームペ

ージに酒気帯び確認

記録表の見本を掲載し

ておりますので、参照し

てください！

飲酒運転は絶対にやめよう！
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